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【法改正のお知らせ】 

 

 

平成 20 年８月４日 

㈱住宅新報社 法律・資格図書編集部 

TEL．03-3504-0361 

 

 

【法改正】 上記書籍に、以下のような法改正による修正が生じましたので、お知らせ

いたします。  

 

ページ・

位置 

改正前 改正後 

P229 下か

ら 3 行目 

（3）事業用借地権 （3）事業用定期借地権 

P229 下か

ら 2 行目 

10 年以上 20 年以下 10 年以上 50 年未満 

P230 上か

ら１行目

～4 行目

を次の文

に差し替

える 

③ 存続期間 10 年以上 30 年未満の事業用定期借地権は、(ⅰ)契約の更新が

なく、(ⅱ)建物再築による期間 20 年の延長がなく、(ⅲ)建物買取請求権

も当然にない。 

④ 存続期間 30 年以上 50 年未満の事業用定期借地権は、(ⅰ)契約の更新が

ないという特約が有効になる、(ⅱ)建物再築による期間 20 年の延長がな

いという特約が有効になる、(ⅲ)建物買取請求権もないという特約が有効

になる。 

⑤ 公正証書で契約しなければならない。 

P230  表

中、事業

用借地権

を次の表

に差し替

える 

 

 事業用定期借地権  
存続期間  10 年以上 50 年未満 

契約の更新  10年以上30年未満→なし 

30年以上50年未満→更新しないという特約が有効 

建物再築による 20 年の

期間延長  
10年以上30年未満→なし 

30年以上50年未満→延長しないという特約が有効 

建物買取請求権  10年以上30年未満→なし 

30年以上50年未満→買取請求できないという特約が有効 

契約方式  公正証書で行う  
P523 上か

ら 12行目 

土地・住宅とも 3％だ。 土地・住宅とも 3％だ。住宅以外の建物は 4％と

なる。 

 


